
　加入者の健康保持・増進のために健保組合
が実施する保健事業は、事業主の健康経営※推
進に寄与する取り組みで、事業主と健保組合
がコラボヘルス（協働）することによって相
乗効果が期待されます。
　コラボヘルスとは、「健康保険組合等の保険
者と事業主が積極的に連携し、明確な役割分
担と良好な職場環境のもと、加入者（従業員・
家族）の健康づくりを効果的・効率的に実行
すること」をいいます。
　“健康寿命の延伸“に向けて国が強力に推進
する予防・健康づくりの重要な柱になってい
るのが、健保組合などによるデータヘルスと
事業主の健康経営であり、両者の連携により
予防・健康づくりの実効性を高めることがで
きると期待されています。

事業主とのコラボヘルス（協働）

※健康経営®：事業主が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できるとの基盤に立って、
健康管理を経営的視点から考え、 戦略的に実践することを意味しています。
なお、健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標となっています。

医療費の適正化

従業員の生産性の向上

健康経営の推進

職場環境の整備 保健事業の実施

コラボヘルスで保健事業の基盤を強化

保健事業の円滑な実施

保険者機能の発揮

コラボヘルスの意義

事業主 健保組合
役割分担・連携

『データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン』
（厚生労働省保険局）
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今
年
度
か
ら
第
３
期
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

が
始
ま
り
ま
す
。

　

被
保
険
者
の
特
定
健
診
は
定
期
健
診
（
総
合
健
診
）

の
中
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
事
業
主
か
ら
の
定
期
健

診
の
案
内
に
従
い
、
引
き
続
き
１
０
０
％
受
診
を
目

指
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
事
業
主
の
健
康
管
理
セ

ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
る
特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て

も
、
対
象
と
な
ら
れ
た
方
は
必
ず
お
受
け
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
第
３
期
で
は
特
定
保
健
指
導
を
さ
ら
に
効

果
的
・
効
率
的
に
実
施
し
実
施
率
を
上
げ
ら
れ
る
よ

う
、
運
用
方
法
が
弾
力
的
に
緩
和
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

被
扶
養
者
を
対
象
と
し
た
特
定
健
診
に
つ
い
て

は
、
現
在
の
ウ
ェ
ル
ネ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ズ
㈱
の
健
診
の
ほ
か
、
試
行
的
に
巡
回
レ
デ
ィ
ー
ス

検
診
を
導
入
し
、
受
診
率
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
二
次
検
診
対
象
者
へ
の
受
診
勧
奨
や
特
定

保
健
指
導
に
つ
い
て
も
、
外
部
委
託
に
よ
る
取
り
組

み
を
導
入
し
、
重
症
化
予
防
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
が
ま
と
め
た
「
コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
を
活
用
し
、
情
報
の
共
有
だ
け
で
な
く
、

課
題
解
決
型
の
コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス
体
制
を
構
築
し
健
康

増
進
・
意
識
づ
け
に
向
け
て
、
運
動
習
慣
の
推
進
や

禁
煙
支
援
等
の
取
り
組
み
を
事
業
主
と
協
働
で
実
施

し
て
い
き
ま
す
。

　

被
扶
養
者
に
つ
い
て
は
、
健
診
委
託
先
ウ
ェ
ル
ネ

ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
㈱
の
「
健
診
ポ
ー
タ

ル i-W
ellness

」
に
よ
り
健
康
増
進
に
向
け
た
情
報

提
供
を
実
施
し
ま
す
。

　

２
０
１
８
年
度
か
ら
２
０
２
３
年
度
ま
で
の
６

年
間
が
第
２
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
実
施
期
間

に
な
り
ま
す
。

　

第
１
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
結
果
を
踏
ま
え
、

さ
ら
に
実
効
性
を
上
げ
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
次
の

２
つ
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

２
０
１
８
年
度
か
ら
は

1特
定
健
診
や
特
定
保
健
指
導
の
取
り
組
み

を
一
層
推
進
し
、
生
活
習
慣
病
の
重
症
化
予

防
を
進
め
て
い
き
ま
す

2コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス
体
制
を
構
築
し
、健
康
増
進
・

意
識
づ
け
の
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
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